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重要事項説明書（居宅介護支援） 
 
あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知

っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく

質問をしてください。 

この「重要事項説明書」は、「港区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

（平成３０年３月１４日条例第１６号）」の規定に基づき、指定居宅介護支援提供契約締結に際して、

ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 事業所を開設する事業者（法人）について 

事業者名称 株式会社 グッドライフケア東京 

代表者氏名 代表取締役 珍田 純子 

本社所在地 

（連絡先及び電話番号

等） 

〒104-0033  東京都中央区新川 1-23-5  

TEL 03-3537-0790  FAX 03-3537-0791 

法人設立年月日 平成 12 年 6 月 12 日 

 

２ 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について 

事業所名称 グッドライフケア メディカルケアコネクト 

介護保険指定 

事業所番号 
１３７０３０５７６３ 

事業所所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-18 グランドパレス田町 306 

連絡先 

相談担当者名 

03-6435-1861 

介護支援専門員 鈴木 直美 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
港区、千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区 

緊急連絡先 24 時間対応の緊急連絡先   あり 

 

３ 事業の目的および運営の方針 

(1) 事業の目的 

グッドライフケア メディカルケアコネクト（以下「事業所」という。）は、利用者が要介護状態等になっ

た場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができることを目的に、居宅介護支援事業を行います。利用者が、住みなれた地域で尊厳あるその

人らしい生活を継続することができるように、それぞれの利用者に合ったきめ細かい居宅サービス計画を作

成し、心身の健康が維持できるような支援を行います。 

(2) 運営の方針 

・要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援事業を行います。 

・利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービ

スが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して居宅介護支援事業を行います。 

・居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、提供され

る居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立

に努めます。 

・区市町村、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、関係

機関等との連携に努めます。 

 

４ 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所体制について 

(1) 事業所窓口の営業日及び営業時間 



 

(2) 事業所の職員体制 

管 理 者  鈴木 直美 

主任介護支援専門員  鈴木 直美 

 

職 種 人員数 職務内容 

管理者 1 名 

① 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行います。 

② 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命

令を行います。 

主任介護支援 

専門員 
1 名以上 

① 居宅介護支援業務を行います。 

② 事業所内における介護支援専門員の人材育成の実施、支

援を行います。 

介 護 支 援 

専門員 
1 名以上 居宅介護支援業務を行います。 

 

(3) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 

 

 

 

居宅介護支援の

内容 

① 居宅サービス計画の作成 

② 居宅サービス事業者との連絡調整 

③ サービス実施状況把握、評価 

④ 利用者状況の把握 

⑤ 給付管理 

⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 

⑦ 相談業務 

介護保険適用 

有無 

上記①～⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるも

のです。 

  

営業日 
月曜日から日曜日 

（ただし 1 月 1 日は休日となります） 

営業時間 午前 9 時から午後 6 時まで 



 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援の

利用申し込みか

ら介護サービス

提供までの基本

的な流れ 

① 利用者より事業所へ計画作成依頼があり、受付します。 

② 利用申込者様の介護保険被保険者証を確認します。 

③ 重要事項説明書による説明を行い、同意をいただきます。 

④ 契約を締結します。 

⑤ 利用者の状態把握・課題分析（アセスメント方式：全社協版）をします。 

⑥ 居宅サービス計画原案を作成し、利用者又はご家族等に説明し同意をいただ

きます。 

⑦ 居宅サービス事業者との調整（サービス担当者会議の開催等）をします。 

⑧ 居宅サービス計画を利用者又は家族等に説明し、同意をいただきます。 

⑨ 同意いただいた居宅サービス計画に基づきサービス提供事業者へのサービス

依頼を行い、介護サービスが計画的に提供されます。 

⑩ 介護支援専門員は居宅サービス計画作成後においても、利用者及び家族、指

定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を

把握（以下「モニタリング」という。）するとともに、少なくとも月に 1 回訪問

することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス

事業者等との連絡調整その他の支援を行い、モニタリングの結果を記録します。 

⑪ 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は変更が必要と介護支

援専門員が判断した場合は、利用者の同意をもって変更します。 

利用料（月額） 別紙の「料金表」を参照ください。 

利用者負担額

（介護保険適用

の場合） 
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 

（全額介護保険により負担されます。） 

 

その他の費用について 

交通費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づ

き、交通費の実費を請求いたします。 

なお、自動車を使用した場合は事業所の実施地域を越える地点から、１km につ

き 30 円を請求いたします。 

 

５ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

(2) 虐待防止のための委員会を開催します。 

(3) 虐待防止のための指針を整備しています。 

(4) 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

(5) サービス提供中に従業者による虐待あるいは以下①～④のハラスメント行為を受けた場合は、上記の

虐待防止に関する責任者あるいは第 10 の 1 項記記載の苦情受付窓口へご連絡ください。また、本件をもっ

て事業所との契約を解除することができます。 

 ① 生い立ち、生業（なりわい）、人種を侮蔑し、人格を否定するなど人権を侵害する行為。 

 ② 大声で恫喝または過剰な威嚇、物を投げつける、身体への暴力をふるう行為。 

 ③ 許可なく容姿を撮影し、インターネットに公開する行為。 

 ④ その他、利用者及び家族等に対する社会通念を逸脱したいやがらせ行為。 

(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 

 

６ 介護支援専門員に対する利用者及び家族等の禁止事項について  

(1) 事業所は、従業者に対する以下の各号のハラスメント行為やサービス提供妨害行為があった場合は、

利用者及び家族等に対して再発防止を求め、あるいは利用者に疾患等の進行による影響があれば、専門医師

の受診を求めます。そのうえで、合理的な理由もなく、事業所からの再三の要請にも関わらず実行できない

場合は、契約書記載の手続きをもってサービス提供契約を解除いたします。 

 ① 生い立ち、生業（なりわい）、人種を侮蔑し、人格を否定するなど人権を侵害する行為。 

 ② 大声で恫喝または過剰な威嚇、物を投げつける、身体への暴力、行動奪う捕縛や監禁をする行為。 

 ③ 不必要な体触・接吻・抱擁・性行為の強用、卑猥な映像視聴の強用や言動などの性的な迷惑行為。 



 ④ 容姿の撮影の強用、盗撮などの肖像権を侵害し、あるいは承諾なくインターネットに公開する行為。 

 ⑤ 介護支援専門員等に対する契約外のサービスを強要する行為。 

 ⑥ 介護支援専門員や事業所の従業者に対する同一内容での長時間の電話拘束や、執拗に架電する行為 

 ⑦ その他、訪問介護員や事業所の従業者に対する、社会通念を著しく逸脱し円滑な業務遂行を妨害する

行為、または合理的な理由もなく自らの意に沿わないことを理由に従うよう脅迫する行為。 

(2) 事業者は、利用者に対して従業員の安全を確保できるよう、以下の各号の対策をお願いします。 

 ① 愛玩動物（イヌ、ネコ、ウサギ、小鳥など）は、飼い主には従順でも見知らぬ者に対しては、吠えた

り暴れたり咬むことがあるため、サービス提供中は別室もしくはケージ等へ入れて、訪問介護員及び従

業者に接触させないでください。 

 ② 故障している調理機器、冷暖房機器、充電器等は感電や火傷のおそれがあるので、事前に専門業者へ

修理依頼して、安全に利用できる状態にしてください。 

 ③ その他、社会一般的に危険と考えられる行為はお断りします。 

 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

担当職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者および家族等に関する情報を、正当な理由なく第三者

に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です｡ 

事業者は利用者および家族等に関する個人情報について、サービスを円滑に提供するために実施されるサー

ビス事業者との連絡調整、事業所とのサービス担当者会議等において必要な場合、必要最小限の範囲内で使

用します。ただし、提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。 

 

８ 個人情報保護について 

【指定居宅支援事業における個人情報の取り扱い基準の遵守について〈平成 11.3.31 厚令三十七に基づ

く〉】 

(1) 個人情報の収集は、介護関係ならびに関連事業のサービス提供前に、利用目的の範囲を説明し、同意

を頂いた上で収集いたします。 

(2) 個人情報の利用は、居宅介護支援サービス契約第１３条にて、同意をいただきました利用目的の達成

に必要な範囲内において、適正に使用いたします。 

(3) 同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同意・依頼の下で個

人情報の提供、預託を行う場合においても、提供･預託先に適正に管理するよう、監督を行って参ります。 

(4) 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、

情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂

正等を行うものとします。なお、開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

(5) その他、事業所が取り扱える個人情報は、別途「個人情報使用同意書」で同意いただいた範囲としま

す。 

 

９ 事故発生時の対応 

(1) 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族、主治医また

は関係医療機関、区市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に

際して採った処置について事故報告書を作成し、その内容を当事業者の代表者に報告した後、社内に公表し

再発防止に努めます。事故報告書は作成後 5 年間保管することとします。 

(2) 従業者がサービス提供のために利用者を訪問した時に、以下の各号の場合において、利用者の人命に

関わる状態があると判断した場合（予見される場合を含む）は、利用者等へ承諾を得ることなく、利用者の

居宅または居室等へ立ち入る場合があります。 

この場合、事業所は立ち入りの事実の報告とその結果を遅滞なく利用者等に報告します。ただし、従業者自

身の安全を優先します。 

 ① 居宅内もしくは居室内から応答が無く、安否確認が必要な場合 

 ② 居宅内もしくは居室内から救助を求める声があった場合 

 ③ 利用者宅または近隣で火災・水没が発生している場合 

 ④ その他、人命にかかわる事態が発生している、もしくは予見される場合。 

(3) サービスの提供にともなって、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体･財産に損害を

及ぼした場合は、適正な賠償義務の履行を誠実に行います。 

 

10 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、いつでも身分証を提示します。 

(1) 初回訪問時及び利用者または家族等から提示を求められた時 

(2) 利用者の住居の管理会社または管理人、利用者が関係する医療機関、公的機関から求めがあったとき。 



 

11 サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置し

ます。 

（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

苦情等が発生した場合、苦情対応マニュアルに照らして事実確認と原因究明を迅速に行い、組織対応をもっ

て相談者に説明するなど、適切な初期対応に努めます。 

苦情内容や対応経過を記録する事により、関係者間の情報共有を行い、再発防止を図りサービスの質の向上

に取り組みます。 

(2) 苦情申立の窓口  

当事業所、当法人、その他、区や国保連に設置された苦情相談窓口にご相談ください。 

※土日祝日年末年始除く 

【事業者の窓口】 

グッドライフケア  

メディカルケアコネクト 

担 当： 鈴木 直美  

所 在 地 東京都港区芝浦 4-9-18 

グランドパレス田町 306 

電話番号 03-6435-1861 

受付時間 月～金 午前 9 時～午後 6 時 

千 代 田 区 保 健 福 祉 部 

高 齢 介 護 課 

介護事業指定係 

所 在 地  千代田区九段南 1-2-1 

電話番号  03-5211-4336(直通) 

受付時間 月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

中 央 区 福 祉 保 健 部 

介 護 保 険 課 

介護保険課指導担当 

所 在 地  中央区築地 1-1-1 

電話番号  03-3546-5749 

受付時間 月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

港 区 保 健 福 祉 支 援 部 

介 護 保 険 課 

介護事業者支援係 

所 在 地  港区芝公園 1-5-25 

電話番号 03-3578-2821 

受付時間 平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

新 宿 区 福 祉 部 

介 護 保 険 課 

苦情相談窓口 

所 在 地  新宿区歌舞伎町 1-4-1 

電話番号  03-5273-3623 

受付時間 月～金 午前 9 時～午後 5 時 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

文 京 区 福 祉 部 

介 護 保 険 課 

介護保険相談係 

所 在 地  文京区春日 1-16-21 

電話番号  03-5803-1383 

受付時間 月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

台 東 区 福 祉 部 

介 護 保 険 課 

 

所 在 地  台東区東上野 4-5-6 

電話番号  03-5246-1245 

受付時間 月～金 午前 9 時～午後 5 時 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

江 東 区 福 祉 部 

介 護 保 険 課 

介護保険相談窓口 

所 在 地  江東区東陽 4-11-28 

電話番号  03-3647-9099 

受付時間 月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

品川区 

高齢介護課 

支援調整係 

所 在 地  品川区広町 2-1-36 

電話番号  03-5742-6728 

受付時間 月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 



東京都国民健康保険団体連合会 

介 護 福 祉 部 

介護相談窓口 

所 在 地  千代田区飯田橋 3-5-1 

電話番号  03-6238-0177（専用） 

受付時間 月～金 午前 9 時～午後 5 時 

※土日祝日 年末年始(12/29～1/3)を除く 

 

12 居宅介護支援に係る事業所の義務について 

(1) 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が基本方針及び利

用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めるこ

と、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。 

(2) 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又は家族等に対し、利用者に

ついて、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院

または診療所に伝えるように求めます。 

(3) 介護支援専門員は指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた時、その他必要と

認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のう

ち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 

(4) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望して

いる場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」と

いう。）の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。 

 

13 ターミナルケアマネジメント加算要件について 

事業所はターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できるよう、担

当の介護支援専門員が携帯電話で随時対応を行い、不在時には緊急電話で当番の介護支援専門員が必要に応

じ指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備しています。（担当携帯電話番号及び緊急電話番号は別

紙交付） 

 

14 ケアプランにおける各サービスの利用状況について 

当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとお

りです。 

 

15 金銭管理について 

金銭管理は原則として利用者や利用者の家族等が行うべきものですので、介護支援専門員がサービス提供で

入室する際は、現金やクレジットカード、換金性のあるポイントカードや貴金属等は利用者や利用者の家族

等の責任において、介護支援専門員の目に触れない保管場所へ確実に収納しておいてください。また、金銭

保管場所情報は、特別な事情が無い限り、介護支援専門員に開示しないでください。 

 

16 衛生管理等 

(1)介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以 

上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

17 業務継続計画の策定等について 

(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従っ

て必要な措置を講じます。 

(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

18 サービスの終了について 

(1) 居宅介護支援サービス利用契約書（以下「本契約」という。）第１５条のとおり、次の各号のいずれ

かに該当する場合、あるいはサービスの提供の継続が困難であると見込まれる場合には，当然にサービスは



終了します。詳細内容及び手続きは本契約書の記載に拠ります。 

① 次のいずれかの理由により利用者にサービスを提供できなくなった場合 

ⅰ 利用者が死亡したとき 

ⅱ 利用者が介護保険施設等へ入所等した場合 

ⅲ 利用者が要介護等認定を受けられないとき 

ⅳ 利用者が要支援または非該当と認定されたとき 

ⅴ 利用者が事業所の通常の事業の実施地域外に転居した場合 

② 本契約第３条の規定による更新を拒絶（契約終了）する申し出がなされ、かつ契約期間が満了した場合 

③ 利用者が本契約第１６条により契約を解除したとき、または事業所が本契約第１７条により契約を解除

したとき 

(2) 利用者または事業者が、サービス契約の解除を希望する場合は、原則として契約終了希望日の 7 営業

日前までに、相手方へ文書または電子メール等で通知することとします。ただし、急な入院などやむを得な

い事情がある場合、あるいは即時解約対象行為等が発覚した場合は直ちに解除できます。詳細内容及び手続

きは本契約書の記載に拠ります。 

 

19 キーパーソンの役割 

(1) 本契約においてキーパーソンを家族代表者または代理人に担っていただきます。利用者及び家族でよ

く話し合って選任してください。 

(2) キーパーソンの役割は主に以下のとおりです。 

① 介護サービス事業者が提供するサービスについて、利用者に助言すること。 

② 利用者の意を汲んで、利用者に代わって介護サービス事業者との契約を行うこと 

③ 利用者の介護サービスについて、利用者及び家族などの意見をとりまとめ役になること 

④ ケアマネジャーや医療機関等の関係者からの連絡窓口となり、利用者や家族間の情報共有を行うこと 

⑤ 利用者に事故がある場合、救急搬送や緊急手術、入院など、緊急事態の判断や決定をすること 

 

(3) 家族代表者または代理人を変更する場合は、遅滞なく事業所へお届けください。 

 

20 その他 

(1) 担当介護支援専門員の交替を希望される場合には、前記の事業所管理者にご相談下さい。 

(2) 介護支援専門員に対する贈り物や飲食等のお気遣いは、固くご遠慮申し上げます。 

 

21 特記事項 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

上記内容について、利用者に説明を行い、交付しました。 

 

この重要事項説明書の説明年月日  

 

事

業

者 

所在地 
〒104-0033  

東京都中央区新川 1-23-5  

法人名 株式会社 グッドライフケア東京 

代表者名 代表取締役  珍田 純子                

事業所名 

〒108-0023  

東京都港区芝浦 4-9-18 グランドパレス田町 306  

グッドライフケア メディカルケアコネクト 

 

 以上の内容の説明を事業者から受け、同意しました。 

利用者 

住 所 
 

氏 名  

   

家族代表者 

住 所 
 

氏 名  

続 柄  

 

代理人 

住 所 
 

氏 名  

利用者との

関係 
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居宅介護支援サービス利用契約書 

 

                        以下、「利利用」 という。）とグッドライフケア メディカルケアコネクト 以法人

名 株式会社グッドライフケア東京「下、利事業所 という。）は「事業所が利用」に対して行う指定居宅介

護支援以下、利事業 という。）について「次のとおり契約以下、利本契約 という。）を締結します。 

 

第１条以目的） 

事業所は「利用」の委託を受けて「介護保険法令等の趣旨に従って「利用」に対し居宅サービス計画の作成

を支援し「指定居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス事業」との連携調整その他の便宜を図

ります。 

２ 利用」及び事業所は「本契約に基づく義務の履行について「信義を旨とし「誠実に行わなければなりま

せん。 

 

第２条以家族代表」・代理人） 

１ 本契約の円滑な履行のため「利用」の意思を確認してサポートし「利用」に事故ある場合の緊急時対応

などを担うキーパーソンとして「利用」の身近にいる配偶」または子以直系卑属を含む）「父母または兄弟姉

妹以下、利家族 という。）の中から予め家族代表」を選任していただきます。役割の詳細は利重要事項説明

書 に記載します。 

２ 利用」の家族がいない「あるいは遠隔地に居る等の理由で家族代表」を選任できない場合は「利用」の

日常の世話をしている」等の中から「キーパーソンとして家族代表」と同等の権利・義務を有する代理人を

選任していただきます。なお「家族代表」を選任と別に契約事務を担うだけの代理人を別に選任することが

できます。 

３ 家族代表」または代理人を変更する場合は「速やかに事業所に届出るものとします。 

 

第３条以契約期間） 

本契約の期間は           を開始日とし「利用」の要介護認定の有効期間満了日までとします。 

２ 契約期間の満了日までに「利用」から事業所に対して「 書面または口頭による契約終了の申し出がない

場合「本契約は自動更新されるものとし「 下後もこの例に拠ります。 

 

第４条以事業の内容） 

事業所は「利用」に対する事業として「次のサービスを提供します。 

(1) 利用」の要介護認定以要介護更新認定「要介護状態の区分の変更の認定「要支援認定「要支援更新認定「

サービスの種類の変更を含む。）にかかる申請等について「利用」の意思を確認した上で「申請の代行等必要

な援助を行うこと。 

(2) 利用」の心身の状況「置かれている環境「利用」及びその家族等の希望等を考慮し「居宅サービス計画

を作成すること。 

(3) 前項の居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう「居宅サービス事業」等との

連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

(4) 居宅サービス計画作成後においても「利用」及びその家族等「居宅サービス事業」等との連絡を継続的

に行うことにより「居宅サービス計画がどのように実施されているかを把握し「これに基づく給付管理票を

提出する等の給付管理業務を行うとともに「必要に応じて居宅サービス計画の変更その他の便宜の提供を行



うこと。 

(5) 利用」が介護保険施設等への入所等を要する場合には「介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を

行うこと。 

２ 事業の具体的な内容は「利重要事項説明書 にて定めます。 

 

第５条以事業の提供における基本方針） 

事業所は「利用」の心身の状況「置かれている環境「他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況

を把握するよう努めます。 

２ 事業所は「提供する事業の質の評価を行い「常にその改善を図るよう努力するとともに「介護技術の進

歩に対応して適切な介護技術をもって事業の提供を行います。 

３ 事業所は「懇切丁寧に事業を提供し「利用」及び利用」の家族等に対し「事業の提供方法について解り

やすく説明します。 

 

第６条以居宅サービス計画の作成・変更） 

事業所は「介護支援専門員に次に定める事項を遵守させたうえで「居宅サービス計画以ケアプラン）の原案

の作成業務を行わせます。 

(1) 居宅サービス計画の原案の作成開始にあたり「当該地域における居宅サービス事業」等に関するサービ

スの内容「利用料等の情報を利用」またはその家族等に提供し「利用」が希望するサービスの種類等を調査

すること。 

(2) 居宅サービス計画の原案作成にあたっては「利用」及びその家族等に訪問して面接を行い「利用」に対

する介護支援を行う上で解決すべき課題を把握し「提供されるサービスの目標「その達成時期「サービスを

提供する上での留意点等を盛り込むこと。 

(3) 前項の原案に盛り込まれた居宅サービス等について「保険給付の対象かどうかを区分した上で「その種

類「内容「利用料等について利用」及びその家族に対して説明を行うこと。 

(4) 居宅サービス事業」の選定または推薦に当たり「利用」またはその家族等の希望を踏まえつつ「公正中

立に行うこと。 

２ 事業所は「次のいずれかに該当する場合には「居宅サービス計画の変更を行います。  

(1) 利用」の心身の状況「その置かれている環境等の変化により「居宅サービス計画を変更する必要がある

場合  

(2) 利用」が事業の内容や提供方法等の変更を希望し「その変更が居宅サービス計画以ケアプラン）の範囲

内で可能な場合 

３ 事業所は「居宅サービス計画を作成しまたは変更した際には「これを利用」及び家族等に対し説明し「

その同意を得るものとします。 

 

第７条以居宅介護支援の担当」） 

事業所は「事業所に属する介護支援専門員に「利用」の居宅サービス計画作成に関する業務を担当させるこ

ととします。 

２ 事業所は「介護支援専門員を選任し「または変更する場合は「利用」の状況とその意向に配慮して行い

ます。 

 

第８条以協力義務） 

利用」及び家族等は「事業所が利用」のため事業を提供するにあたり「可能な限り事業所に協力しなければ

なりません。 



 

第９条以事業の提供の記録及び保管） 

事業所は「事業の実施ごとに「その内容等を記載した支援経過以サービス実施）記録書を整備し「完結の日

から５年間保存します。 

２ 利用」または家族等は「事業所に対し「いつでも前項の記録の閲覧及び交付を求めることができます。

ただし「複写に際しては「事業所は請求」に対して「実費相当額を請求できるものとします。 

 

第１０条以身分証携行義務） 

事業所に属する介護支援専門員は「常に身分証を携行し「初回訪問時及び利用」または利用」の家族から提

示を求められた時は「いつでも身分証を提示します。なお「利用」の住居の管理会社または管理人「利用」

が関係する医療機関「公的機関から掲示を求められた場合も同様とします。 

 

第１１条以居宅等への立ち入り） 

 利用」及び家族等は「介護支援専門員が下、各号のために「利用」の土地および建物または占有敷地に立

ち入ることを承諾するものとします。この場合「事業所は利用」と予め定めた立ち入り範囲および方法を遵

守します。 

①サービスを実施する場合 

②担当」会議等の打ち合わせ会議を実施する場合  

③その他「前①・②項に関連して必要な場合 

 

第１２条以緊急時の対応） 

事業所はサービスの提供中に利用」の病状の急変が生じた場合「その他緊急を要する場合は「速やかに主治

医または歯科医師等に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

２ 介護支援専門員がサービス提供のために利用」を訪問した時に「利用」の人命に関わる状態があると判

断した場合以予見される場合を含む）は「前条によらず家族等へ連絡することなく「利用」の居宅または居

室等へ立ち入る場合があります。この場合「事業所は立ち入りの事実の報告とその結果を遅滞なく利用」及

び家族等に報告します。 

 

第１３条以秘密保持） 

事業所に属する介護支援専門員等以下、利従業」 という。）は「事業を提供するうえで知り得た利用」及び

家族等に関する秘密及び個人情報について「正当な理由なく「契約中及び契約終了後においても「第三」に

漏らしません。また「事業所は「事業所の従業」が退職後も「在職中に知り得た利用」及び家族等の秘密及

び個人情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 

２ 事業所は「利用」に医療上「緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用」に関する心身等の情報を

提供できるものとします。 

３ 事業所は「前２項にかかわらず「利用」より委託された業務を行うにあたって「利用」に係る他の居宅

介護支援事業」及び地域包括支援センター等との連携を図るなど正当な理由がある場合には「その情報が用

いられる」の事前の同意を文書により得た上で「利用」及び家族等の個人情報を用いることができるものと

します。または「利用」及びその家族等から予め文書で同意を得て「匿名化を施したうえで学術資料や第三

」に情報漏洩しないよう措置を講じた生成ＡＩに利用できるものとします。 

４ 本条１項の規定にかかわらず「事業所は高齢」虐待の防止「高齢」の養護」に対する支援等に関する法

律以平成１７年法律１２４号）に定める通報ができるものとし「その場合「事業所は秘密保持義務違反の責

任を負わないものとします。 



 

第１４条以利用料等） 

利用」は「事業所に対し「事業の利用料及びその他の費用以下、利利用料等 という。）が介護保険制度から

全額給付される限り「利用料等を支払う必要はありません。 

２ 利用」が保険料を滞納したこと等により「法定代理受領が出来なくなった場合には「利用」または家族

等は利用料等をお支払いいただくことになります。なお「納付期限を越えた場合は年１４．６％の延滞料金

を付加する場合があります。 

 

第１５条以契約の終了） 

次の各号のいずれかに該当する場合には「当然に本契約は終了します。 

① 次のいずれかの理由により利用」に対し事業の提供ができなくなった場合「あるいはサービスの提供の

継続が困難であると見込まれる場合。 

ⅰ 利用」が死亡したとき 

ⅱ 利用」が介護保険施設等へ入所等した場合 

ⅲ 利用」が要介護等認定を受けられないとき 

ⅳ 利用」が要支援または非該当と認定されたとき 

ⅴ 利用」が事業所の通常の事業の実施地域外に転居した場合 

② 本契約第３条第２項の規定による更新拒絶(契約終了)の申し出がなされ「かつ契約期間が満了した場合 

③ 利用」が本契約第１５条により本契約を解除したとき「または事業」が同第１６条により本契約を解除

したとき 

 

第１６条以利用」の解約・解除権） 

利用」は「事業所に対し「契約終了希望日の７営業日前までに口頭または書面にて予告の通知をすることに

より「いつでも本契約を解約することができます。この場合「予告期間満了日に契約は解約されます。ただ

し「利用」の病変「急な入院などやむを得ない事情がある場合は「予告期間が７日間下内の通知でもこの契

約を解約することができるものとします。 

２ 利用」は「次の各号のいずれかに該当する場合は「前項の規定にかかわらず「予告期間を設けることな

く直ちにこの契約を解除できます。 

① 事業所が「正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず「利用」の請求にもかかわらず「これを

提供しない場合 

② 事業所が「本契約第１３条に定める秘密保持に違反した場合 

③ 事業所が「利用」の身体・財産・名誉等を傷つける虐待行為およびハラスメント行為または財産を侵害

する行為「著しい背信行為を行うなど本契約を継続し難い重大な事由が認められる場合 

④ 事業所が行政処分を受け事業の提供が行えない「あるいは破産した場合 

 

第１７条以事業所の解除権） 

事業所は「利用」または家族等が次の各号のいずれかに該当する場合には「文書もしくは電子メールにより「

その履行を催告のうえ７日後に本契約を解除することができます。なお「第③項で暴力行為があった場合及

び第④項の場合は即時解除することができます。 

① 利用」または家族等が「契約締結時に利用」の心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを

告げず「または不実の告知を行い「その結果「本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

② 利用」または家族等が「従業」に対してハラスメント行為を行う「あるいは合理的な理由もなく必要な

書類の提出または認印を拒む「従業」の居宅や居室への立ち入りを拒絶する「愛玩動物等による従業」への



攻撃や威嚇を放置するなど「事業の提供を阻害する行為をなし「事業所による再三の申し入れにもかかわら

ず改善の見込みがなく「本契約の目的を達することが困難になった場合 

③ 利用」及び家族等が暴力団その他の反社会的勢力またはその構成員であることが判明したとき「もしく

は「暴力・脅迫その他の犯罪を手段とする要求「法的な責任を超えた不当な要求を行った場合 

④事業所は「人員不足等やむを得ない事情がある場合「利用」に対し「１ヶ月間の予告期間をおいて理由を

示した文書で通知することにより「本契約を解約することができます。この場合「事業所は当該地域の他の

指定居宅介護支援事業」に関する情報を利用」に提供します。 

 

第１８条以損害賠償） 

事業所は「事業の提供にあたって「利用」または家族等の生命・身体・財産に損害が発生した場合は「不可

抗力による場合を除き「速やかに損害を賠償します。なお「事業所は不測の事態に備え「損害賠償保険に加

入します。そのうえで「保険会社に損害の査定および示談を委任する場合があります。 

２ 前項において「事故により利用」または家族等の生命「身体または財産に損害が発生した場合は「事業

所は速やかにその損害を賠償します。ただし「事業所に故意または過失がない場合はこの限りではありませ

ん。 

３ 前項の場合において「当該事故発生につき利用」または家族等に故意または重過失がある場合は「損害

賠償の額を免除または減額することができます。 

４ 利用」または家族等の故意または重過失により「事業所またはその従業」の生命・身体・財産に損害が

発生した場合は「不可抗力による場合を除き「事業所は損害賠償を請求する場合があります。 

 

第１９条以苦情処理） 

利用」または利用」の家族は「事業所が提供する事業に苦情・相談がある場合は「いつでも利重要事項説明

書 記載のご利用」相談室に苦情を申し立てる事ができます。 

２ 事業所は「利用」へ提供した事業について「利用」または家族等から苦情の申し出があった場合は「迅

速「適切に対処しサービスの向上「改善に努めます。 

 

第２０条以協議事項） 

この契約に定めのない事項については「介護保険法令その他諸法令の定めに従い「利用」と事業所双方が誠

意を持って協議のうえ定めるものとします。なお「本契約においては日本語にて解釈かつ締結されるものと

します。 

 

第２１条以合意管轄） 

本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は「利用」及び事業所は「東京地方裁判所を第一審管轄裁判所と

することを予め合意するものとします。 

 

  



本契約が成立したことを証するために「本契約書以電子版を含む）を作成し「署名をおこないます。 

なお「本契約においては「本契約書を締結した場合は「同契約書を印刷した文書はその写しとします。 

 

契約締結日            

 

利用」 

住 所 
 

氏 名  

   

家族代表」 

住 所 
 

氏 名  

続 柄  

 

代理人 

住 所 
 

氏 名  

利用」との

関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
」 

所在地 〒104-0033 東京都中央区新川 1-23-5 

法人名 株式会社 グッドライフケア東京 

代表」名 代表取締役  珍田 純子         

 

事業所 
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-18 グランドパレス田町 306 

グッドライフケア メディカルケアコネクト 

 



 

個 人 情 報 使 用 同 意 書 

 

私及び私の家族の個人情報の利用について、サービス契約書秘密保持条項に基づき、下記により必

要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

記 

１ 使用目的 

(1) サービス事業所との連絡調整、ケアプランの作成事業所とのサービス担当者会議等における

資料作成のため。 

(2) 事業者が法令上義務付けられている行政機関等からの要求事項、第三者評価機関による審査

事項、利用請求業務などの保険事務、その他事業所の管理運営業務を遂行するため。 

(3) 利用者の心身に緊急を要する場合の医師等への連絡、及び利用者の状態について家族・成年

後見人・任意後見人・その他法定代理人・任意代理人への連絡及び連携等の必要のため。 

(4) 適正な居宅サービスを提供するため、利用者からの依頼に基づいた他の居宅サービス事業者

や居宅介護支援事業所、住宅改修工事・福祉用具貸与の委託業者、その他各種サービス提供先との

連携（サービス担当者会議）、照会への回答の必要のため。 

(5) 利用者からの依頼に基づいたサービス・介護保険内外の社会資源活用に関する情報提供を案

内するため。 

(6) 損害保険会社などに係る保険会社等への相談又は届出等のため。 

(7) 生成ＡＩサービスを利用したプラン作成や書類作成に資するため。 

(8) 事業者のサービスの提供による効果を測定し、効果的なサービス提供の研究または開発に資

するため。 

  

２ 個人情報を提供する事業所 

(1) 株式会社グッドライフケア東京本社及び同社の関係会社 

(2) 地方自治体の介護保険担当部署及び地域包括支援センター、関連する官公庁 

(3) 病院、診療所等医療機関、損害保険会社 

(4) その他、前１項に関係する医療・福祉サービス事業者とその関連する事業者等 

 

３ 使用する期間 

指定訪問介護及び第１号訪問事業サービスの提供を受けている期間、及びサービスの提供終了後の

本社規定に準じた文書等の保存期間 

 

４ 使用する条件 

(1) 個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当た

っては関係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払う。 

(2) 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。 

(3) 上記１(7)は生成ＡＩサービスを通じて第三者に情報漏洩しないよう措置を講じる。 

(4) 上記１(8)の目的で２の範囲を越えて学会等で研究発表等を行う場合は、個人が特定できない

よう処置を施した加工データを用いる。なお、本項の使途同意は任意であり、いつでも拒否するこ

とができ、同意しない場合であっても、サービス提供に不利益が生じることは一切ありません。 

 

 



 

同意日                

 

事業所の名称 グッドライフケア メディカルケアコネクト  

             （法人名 株式会社 グッドライフケア東京） 

 

利用者   住所                                    

 

氏名                                    

 

家族代表者 住所                                    

 

氏名                                    

 

続柄                                    

 

代理人   住所                                    

 

氏名                                    

 

利用者との関係                                    

 


